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「税を考える週間」（11 月 11 日～11 月 17 日）に次の行事が行われます 

行事の名称 開 催 日 時 開 催 場 所 主   催 

広告チラシ 

（ポケットティッシュ） 

による広報 

令和２年11月１１日（水） 

～ 

令和２年11月１7日（火） 

山梨市役所 

笛吹市役所 

  甲州市役所 等 

山梨税務連絡懇和会 税を考える書道展表彰式 
令和２年11月14日（土） 

1５：00～ 
夢わーく山梨 

山梨税務署長講演会 
令和２年11月12日（木） 

14：00～ 
山梨法人会館 

納税表彰式 中 止 

※新型コロナウイルス

感染症拡大防止の観点

から本年度は開催され

ません。 

山梨税務署 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年 

10月号 

税務署へのお問い合わせは、左の代表番号にお
かけいただいた後、自動音声案内にしたがって
「2」（税務署）を選択して、交換手に内線番号を
お伝えください。 

税務署窓口へ税務関係書類を提出される際の「提出票」作成のお願い 
 

 納税者の方が税務署の総合窓口（管理運営・徴収部門の窓口）で申告書・届

出書等の税務関係書類を提出される際には、「提出票」を記載・提出していた

だくこととしておりますので、引き続き、ご協力をお願いします。 

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方へ 

納 税 の 猶 予 を ご 利 用 く だ さ い 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 マイナちゃん                                        イータ君 

 

「山梨税務署からのお知らせ」のバックナンバーも併せてお読みください。 

民間団体のご案内 

 

税務署での面接相談は事前予約制となっております。 
※まずは、お電話等にて予約をお願いいたします。また、お越しになる際は、 

マスクの着用をお願いいたします。 

 

申 告 期 限 を 延 長 す る 制 度 が あ り ま す 。 
（  法 人 ・ 個 人 す べ て の 方 が 対 象  ） 

検 索 

○ パ   ソ   コ   ン   や   ス   マ   ー   ト   フ   ォ   ン      を   お   持   ち   の   方   で   あ   れ   ば   、マ   イナ   ン   バ   ー   カ   ー   ド   や   税   務   署   で 

   発   行   する   I   D   ・   パ   ス   ワ   ード   に   よ   り   、自   宅   等   か   ら   ｅ-     T   a   x   を   利   用   し   て   申   告   で   き   ま   す   。 

※ e-Tax をご利用いただけない場合には、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で 

作成いただいた申告書をプリントアウトの上、郵送等で提出していただくことも可能です。 

○ 令 和 元 年 分 の 還 付 申 告 につ い て は 、５ 年 間 申 告 す る こと が 可 能 で あ り 、 

令 和 ６ 年 12 月  31日 ま で 申 告 す る こ と が 可 能 で す 。 

※ （還付申告の例）  

・ 給与所得者や公的年金受給者で、医療費控除・寄附金控除（ふるさと納税等） 

      ・ 住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）により還付を受けられる方 等 

詳細については、『 国税庁ホームページ 』 をご覧ください。 

http://www.nta.go.jp 

山梨税務署管内農業青色申告
協議会は、どんなことに取り組ん
でいるの？ 

山梨税務署管内農業青色申告協

議会では、地域農家への記帳指導

や決算指導に携わる農業青色申告

指導員の更なる資質向上のため、

研修会に参加し、農家の方々が農

業経営の安定を図れるような取組

を行っているんだよ。 

国 税 庁 

～10 月はリデュース・リユース・リサイクル（３Ｒ）推進月間です～     
◆「３Ｒ」とは？                                      

「さんアール」や「スリーアール」と呼ばれており、Reduce（リデュース：発生抑制）、Reuse（リユース：

再使用）、Recycle（リサイクル：再生利用）の頭文字をとったものです。            

循環型社会形成推進基本法において、有用な廃棄物は循環資源と位置付けられており、その利用と処分に当た

っては、リデュース・リユース・リサイクルの順に取り組むことが重要とされています。      

○リターナブルびんの利用

と積極的な回収 

○容器の軽量化 

○レジ袋の使用削減、簡易包装の推進 

○リターナブルびんの周知や消費者から

の回収 

○リターナブルびんなど、環境にやさし

い容器を利用した商品の取扱 

○買物袋の持参や簡易包装の励行 

○リターナブルびんなど、環境にやさ

しい容器を利用した商品の優先選択 

○ルールに沿った分別排出の励行や集

団回収への協力 

酒類製造業者の３Ｒ 酒類流通業者の３Ｒ  消費者の３Ｒ 


